
一般廃棄物収集運搬業におけるコンテナ等取扱要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第１項の規定により本市の一般廃棄物

収集運搬業許可を受けた者のコンテナ等の取扱手続を定めることによりその管理責任を明確にし、不

適物搬入と市域外搬入を防止し市長の指定する処理施設（以下、「処理施設」という。）における円滑

な処理を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要領で使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

⑴ 規則 

大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則 

⑵ 許可業者 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第１項の規定により本市の一般廃棄物収集運搬業許可

を受けた者。 

⑶ コンテナ 

   その中に直接ごみ等を投入することができ、アームまたはワイヤロープ等の脱着装置を使用して

トラックに積み込むことができる鉄製等の容器。 

⑷ パッカーコンテナ 

   投入口から回転板等によりごみ等を投入することができ、アーム又はワイヤロープ等の脱着装置

を使用してトラックに積み込むことができる鉄製等の容器。 

⑸ コンテナ車 

   脱着装置を使用して、車両の荷台部分にコンテナ又はパッカーコンテナを積み込むことができる

車両（自動車検査証において、車体の形状がコンテナ専用車又は脱着装置付コンテナ車であるも

の）。 

⑹ コンテナ等 

   コンテナ及びパッカーコンテナ並びにコンテナ車。 

⑺ 承認車両 

   規則第 22 条の車両承認証の交付を受けた車両。 

⑻ 車両専用コンテナ 

 コンテナ設置対象事業所に設置せず、ダンプ車として使用し、通常の収集作業を行うために供す

るコンテナ及びパッカーコンテナ。 

 

（コンテナ等承認申請） 

第３条 コンテナを排出事業所に設置しようとする許可業者は、次に掲げる申請書等をその都度提出

し、承認を受けなければならない。 

⑴ 別記第１号様式によるコンテナ設置対象事業所名簿 

⑵ 別記第２号様式によるコンテナ設置・回収申請書 



⑶ 別記第３号様式による適正搬入の指導に従う旨の誓約書 

２ 車両専用コンテナとして使用しようとする許可業者は、別記第４号様式による車両専用コンテナに

よる収集申請書を提出し、承認を受けなければならない。 

３ 臨時的に未承認のコンテナ設置対象事業所にコンテナを設置・回収する許可業者は、別記第５号様

式による臨時コンテナ設置・回収申請書を提出し、承認を受けなければならない。 

 

（コンテナ等の承認の条件） 

第４条 本市は申請のあったコンテナ等の承認を行うときは、次に掲げる条件を付すものとする。 

１ 本市が設置承認したコンテナを、本市が設置承認したコンテナ設置対象事業所以外に設置してはな

らない。 

２ 車両専用コンテナは、コンテナ設置対象事業所等へ設置してはならない。 

３ コンテナの承認台数は原則として、本市が承認したコンテナ設置対象事業所の設置台数と差し替え

に必要な最低限の予備コンテナ台数を加えた数とする。 

 

（コンテナ等承認手続き） 

第５条 本市は、第３条第１項各号様式の申請書等を受理したときは、コンテナ等使用の必要性につい

てコンテナを設置する事業所に対し実地調査を実施する。 

２ 第３条第１項の規定による申請を承認した場合、承認通知、及び別記第７号様式のステッカー（以

下、「専用ステッカー」という。）を交付する。 

３ 第３条第２項の規定による申請を承認した場合、承認通知、及び別記第８号様式のステッカー（以

下、「専用ステッカー」という。）を交付する。 

４ 第３条の規定による申請を承認した場合、承認通知を交付する 

 

（専用ステッカー） 

第６条 前条第２項及び第３項の規定により交付する専用ステッカーの取り扱いは、次のとおりとす

る。 

⑴ 交付を受けた専用ステッカーは規則第 22 条に定める機材承認証の後部へ並列に貼付しなければ

ならない。 

⑵ 前号の規定により、専用ステッカー貼付後の写真を速やかに提出しなければならない。 

⑶ 許可業者は、専用ステッカーの有効期間が満了したとき、その承認を取り消されたとき又 はコ

ンテナ設置廃止したときは、直ちにその専用ステッカーを環境局長に返納しなければならない。 

 

（コンテナ等への表示） 

第７条 承認を受けたコンテナ等への社名等の表示は、原則として通常の承認車両の基準と同様とす

る。 

２ 承認を受けたコンテナ及びパッカーコンテナには一連の整理番号を表示しなければならない。 

 

 



（未承認コンテナの臨時使用） 

第８条 修理等によりやむを得ず未承認のコンテナ等で処理施設に搬入する場合は、代車又は臨時増車

として事前に事業部一般廃棄物指導課に連絡のうえ、通常の承認車両と同様の車体表示を行わなけれ

ばならない。 

 

（コンテナ等の変更又は廃止） 

第９条 承認を受けたコンテナ車を除くコンテナ等の申請内容を変更又は廃止する場合は、別記第６号

様式によるコンテナ設置変更・廃止申請書を速やかに提出し、承認を受けなければならない。 

２ 前項の規定による申請の承認手続き等については、第５条及び第６条の規定を準用する。 

 

（許可更新申請時におけるコンテナ設置対象事業所名簿の提出） 

第 10条 規則第 15条に定める許可の更新の申請書を提出し、引き続き排出事業所にコンテナを設置し

ようとする許可業者は、コンテナ設置対象事業所名簿（第１号様式）を提出しなければならない。 

 

附 則 

１ この取扱要領は、平成 10年４月１日から実施する。 

 

２ コンテナ対策実施要領(平成３年 10月 28 日環境事業局長決)を一部改正し、一般廃棄物収集運搬業

におけるコンテナ及びコンテナ車取扱要領とする。 

 

附 則 

この取扱要領は、平成 19年４月１日から実施する。 

 

附 則 

この取扱要領は、平成 21年４月１日から実施する。 

 

附 則 

この取扱要領は、平成 27年４月１日から実施する。 

 

附 則 

この取扱要領は、令和元年５月１日から実施する。 



第１号様式 

コンテナ設置対象事業所名簿 

                                                                                                   年  月  日 

大 阪 市 長 様                                                                                          

                                                        

                                                 

 

   

  コンテナを設置する 

  事業所の名称 

 

 

 左の所在地 

 

 

 代表者名 

 

 

 担当者 

 

 

 電話番号 

 

 

 回収車両番号 

 

 

  設置ｺﾝﾃﾅ数 

 

 
 

      

   ㎥× 台 

       

   ㎥× 台 

       

   ㎥× 台 

       

   ㎥× 台 

       

   ㎥× 台 

       

   ㎥× 台 

       

   ㎥× 台 

  

許可番号    －    名称・屋号 

 

代表者氏名          印 TEL(       )        － 



   第２号様式 

                コンテナ設置・回収申請書 

 

                                                          年  月  日 

    大 阪市 長  様                                 

 

 

 

                             

 

 事業所名                               ℡(         ―       ) 
 
 

 所在地 

 

 

 代表者 

 

                          （担当者名 印：                ) 

   業  種 

 

 

  契約(収集開始)日 

 

          年      月     日 

   コンテナ設置数 

 

                      ｍ３×         台 

   回収の頻度 

 

                      回 ／（月・週・日） 

   廃棄物の種類 

 

 

  コンテナ設置理由 

 出来るだけ詳しく記入してください｡ 

  記入欄が不足の場合は､別の用紙に 

  書いてください｡ 

 

 

 

 

 
 

  上記のとおり間違いありません。 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び貴市の指定する処理施設の搬入基準を遵

守し､大阪市以外で発生した廃棄物及び搬入不適物並びに危険物等搬入禁止物の投入

はいたしません。 

 なお、上記に違反し、貴市の指定する処理施設に損害を与えた場合は、コンテナ設

置の収集運搬業者とともにその責任を負います。 

 

                              年    月    日 

      （排出者）名 称 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

代表者名                       印  

                                    

 
  

※ コンテナ設置理由を別紙に書いたときは別紙にも署名押印してください。 

 添付書類 ： 事業所付近見取り図・コンテナ設置場所図 

（注）パッカーコンテナは排出事業所に設置することはできません。 

 

許 可 番 号 

名称･屋号  

代表者氏名         印 

TEL（    ）     － 



 

 

 

第３号様式 

                             誓    約    書 

 

                                                              年  月  日 

    大 阪 市 長  様  

 

 

 

                     

                      

                            

 

 

    私は次のとおり、コンテナの設置・回収の承認申請をしておりますが、承認に際し

ては大阪市の許可条件、大阪広域環境施設組合の指示事項、搬入基準はもとより、関

連法令を順守し適正に搬入することを誓約します。 

なお、これらに違反する事実が判明した際は、一般廃棄物収集運搬業者に対する処

分及び指導に関する要綱に基づくいかなる処分に対しても、異議の申し立てはいたし

ません。 

 

 
 
  

 設置事業所名 

 

 

   

 

 

 

 所在地 

 

 

 

 設置数 

 

㎥×   台 

 

回 

 

収 

 

車 

 

両 

車両番号 
 

承認番号 
 

車  種 
 

大型   中型   小型 

 

最大積載量       ｋｇ 

 

    ※申請事項は該当するものを囲んでください。 

      車種は最大積載量により、大型(4001kg以上)･中型(2001kg～4000kg)･小型(2000kg以下)

とする。 

      最大積載量は車検証の数値を記入してください。  

      回収車両記入欄等が不足する場合は別紙へ記入してください。 

許 可 番 号 

名称･屋号  

代表者氏名          印 

TEL（    ）   － 



 

 

  

第４号様式 

         

車両専用コンテナによる収集申請書 

 

                                                              年    月    日 

 

   大 阪 市 長  様  

    

 

                           

                      

                              

 

 

     車両専用コンテナによる収集については、大阪市の許可条件、搬入基準、大阪広域環

境施設組合の指示事項はもとより、関係法令を順守し適正に搬入することを誓約し、次

のとおり申請します。 

 

                                       
 
  

   車両番号 

 

  

 
   承認番号 

 

 

 
   車種 

 

 
   大型(4001kg以上)・中型(2001～4000kg)・小型(2000kg以下) 

  
   最大積載量 

 

         ｋｇ 

 
車両専用コンテナを使用する理由（具体的に記入してください） 

 
 

 
  

 

 

 

 

  

 
※増車、代替等が伴う場合は別途申請してください。  

    承認番号は代替の場合のみ記入してください。 

許 可 番 号 

名称･屋号  

代表者氏名          印 

TEL（    ）     － 



 

   第５号様式 

             臨時コンテナ設置・回収申請書 

 

                                                          年  月  日 

    大 阪市 長  様  

   事業部一般廃棄物指導課長様 

 

                          

                          

                         

                           

 

 事業所名                              ℡（         ―     ） 
 
 

 所在地 

 

           区 

  代表者 

 

                          （担当者名：                 ) 

   業  種 

 

 

  契約(回収開始)日 

 

        年    月   日 ～     月   日 

   コンテナ設置数 

 

                      ｍ３×         台 

   回収の頻度 

 

                      回 ／（月・週・日） 

   廃棄物の種類 

 

 

  コンテナ設置理由 

 出来るだけ詳しく記入してください｡ 

  記入欄が不足の場合は､別の用紙に 

  書いてください｡ 

 

 

 

 

 

  設 置 場 所（敷地内）略 図［本市が確認するため］ 

 

 
  ※パッカーコンテナは排出事業所に設置することはできません。 

許 可 番 号 

名称･屋号  

代表者氏名          印 

TEL（    ）     － 



  第６号様式 

            コンテナ設置（変更・廃止）申請書 

 

  年  月  日 

大 阪 市 長  様 

 

         申請者  住所（所在地） 

 

             名称・屋号(許可番号) 

 

             代表者氏名                                                 印 

 

             ℡（        ） 

 

    

設置承認コンテナについて、次のとおり変更・廃止したいので、申請します。 

        

 

                                       記 

                          
 
   

           変 更 前 

 

 

            変 更 後 

 

 

 

 事業所名 

 

  

 

  所在地 

 

  

 

  設置数 

 

 

         ｍ３× 

 

 

              ｍ３× 

  

 

 

  変更 

      理由 

  廃止 

 

 

 

 

 

 

   備 考 

 

 

  

   ※設置事業所を変更した場合は、第１号様式、第２号様式、第３号様式を提出すること。 

                                                                       



（第７号様式） 

 

 

 

    コンテナ車 

      専用   21 ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ 

 

        大阪市環境局 
 

 

 

               30 ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ  

 

 

（第８号様式） 

 

 

 

 

  車 両 専 用 
                   21 ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ 

 

               大阪市環境局 
 

 

 

               30 ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ 


